
報告事項３ 

 

和泉市学力向上検討委員会について 

学校教育室 

 

１　概要 

・ 和泉市の令和 7 年度全国学力・学習状況調査の結果は、全国並びに府平均を下回っ

ている現状。 

・ 和泉市学力向上検討委員会を設置し、既存施策の成果及び課題について分析を行う

とともに、とりわけ多額の予算を費やしている「いずみ希望塾」「AI ドリル」につ

いての事務局の分析及び検証、教育委員会議での議論を踏まえ整理した内容につい

て、有識者からさまざまな角度からの評価・助言をいただくことが有効であると判

断し、意見聴取を行う。 

 

２　委員会の構成 

    有識者：野田　健司　（桃山学院大学人間教育学部人間教育学科　准教授） 

　　　　　　坂本　暢章　（大阪教育大学付属学校統括機構　特別参与） 

　　　　　　山下　吉信　（大阪教育大学キャリア支援センター　ｷｬﾘｱ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 

　座　長：大槻　亮志　（教育長） 

　　その他、必要に応じて意見を聞くためのオブザーバーの出席を求める。 

 

３　開催日程・テーマ 

　　全 4 回の会議を開催　（4 月 13 日・5 月・7 月・10 月） 

 

４　その他 

・ 本会議は非公開として行う。 

・ 議事録の要旨は、各回終了後、できる限り速やかに公開する。

 内容

 第 1 回（4 月 13 日） 既存施策等について 

全国学力・学習状況調査結果の現状について 

いずみ希望塾・AI ドリルの在り方と今後について

 第 2 回（5 月） いずみ希望塾・AI ドリルの方向性の整理

 第 3 回（7 月） 学校力向上伴走支援チーム等、現在の取組み及び状況について 

参加識者からの提言等、意見交換

 第 4 回（10 月） R9 予算要求に向けた整理 

R9 以降の予算を伴わない取組みについて



 

 

 
 

 

令和8(2026)年度  

 

 

 

 

 

                          　　　　　　　 

                      　　　　　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

　　こども未来室

izm101294
テキストボックス
　報告事項４



- 1 - 

はじめに 

 

全国的に進展する人口減少・少子高齢化は、本市でも最も優先的に取組む課題

と捉えています。本市ではこの課題に向け、性別や年齢、その他さまざまな違い

を持ちながらも、住む人すべてが、本市の暮らしを「ちょうどいい」と感じられ

るような魅力と快適性に優れた、総合力のあるまちをめざしていきます。 

このような中、本市では令和８年度に初めての公立認定こども園となる「北松

尾こども園」が開園し、令和９年度には市北西部において、和泉保育園と国府幼

稚園を統合した市内２園目となる「いずみ国府こども園」を開園します。 

今後、両園では拠点園としての役割を検証・整理しつつ、子どもが安全・安心

に過ごせるよう様々な取組みをおこない、保育の充実など、より子どもたちと向

き合う時間を確保することをめざします。 

具体には、新たに、「野外活動体験」として、子どもたちが五感を使って自然

感覚を身につけ、しなやかな心と体をつくるため、講師を招いた自然保育をおこ

なうほか、保育業務管理システム用パソコンの追加導入による連絡帳等のICT化、

「午睡センサー」の１歳児クラスへの拡充を行うことに加え、保育支援者を全園

に配置することにより、職員の業務負担軽減、子どもたちと向き合う時間の確保

を行うものです。 

また、令和８年度から「こども誰でも通園制度」が全国的に実施されることと

なります。待機児童・保留児童の解消を優先取組みとしつつも、公立園でのサー

ビス提供も必要と判断し、一時預かり事業を実施している国府第一保育園と和泉

保育園で「こども誰でも通園制度」を開始することとし、開始にあたっては、キ

ャッシュレス決済を導入する予定です。 

その他、令和８年度は、行政機構改革により、こども未来室が教育委員会所管

から、市長部局に「こども・健康部」として再編成されます。このことについて

は、「こどもまんなか」を視点に、就学前にかかる子育てを一元的な施策として

取組むことを目的とするものですが、これまでの「教育・こども部」として重視

していた「幼保こ小」の連携を軽視するものではありません。令和７年度では、

「幼保小の架け橋プログラム」として、青葉はつが野小学校を中心に関係する公

立園、民間園が集まり、モデルカリキュラムを整理したところで、令和８年度で

は、「和泉市こどもかけはし連絡会」として、小中学校・義務教育学校、公立園、

民間園の全ての校長、園長の顔合わせ、連携の横展開の機会となる場の創出を行

うことで、幼保こ小が円滑に連携し、子どもたちが小学校入学に向けて安心し、

期待を持って就学できる環境を整えていきます。 

 

「和泉の子どものために」は、就学前の保育及び教育における詳細を示した重

要な方針です。常に「和泉の子どものために」を念頭に置きながら、すべての子

どもたちが自己実現を果たし活躍できるよう、日々の保育・教育活動に邁進して

いただくことを期待します。 

和泉市こども未来室 
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＜幼稚園・保育所・認定こども園に対する方針＞ 

 

○幼稚園教育要領、保育所保育指針及び認定こども園教育・保育要領に基づき、幼

児教育及び保育の一体的な質の向上をめざし、次の３つの方針に沿って取組を進

めていきます。 

 

 

Ⅰ　幼児教育・保育の充実について 

○健やかな成長を促すためのさまざまな活動を通して好奇心や探究心を養

います。 

○発達段階に即した指導を行います。 

○集団生活の中で、友だちや先生との交流を行います。 

 

 

 

　　　Ⅱ　幼保こ小の円滑な接続 

○幼稚園・保育所・認定こども園と小学校との交流・連携を図ります。 

○就学前教育を終了した子どもたちが、安心して小学校に就学できる環境

を整えます。 

○障がいや発達状況に配慮した支援の充実を図ります。 

 

　　　 

 

　　　　Ⅲ　家庭や地域における子育て支援の充実について 

　　　〇子育て家庭のサポート体制の充実を図ります。 

　　　〇発達段階に応じた家庭環境について学習する機会を提供します。 

　　　〇家庭、地域等との連携により、社会総がかりで育てる環境を育てます。 
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Ⅰ.　幼児教育・保育の充実について  

〇乳幼児期における教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うことであり、

「資質・能力」「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を考慮して取り組

むことが重要である。 

 

〇乳児期は、視覚、聴覚などの感覚や、座る、はう、歩くなどの運動機能が著

しく発達し、特定の大人との応答的な関わりを通じて、情緒的な絆が形成さ

れるといった特徴を踏まえて、乳児保育は愛情豊かに、応答的に行うこと。

また、子どもが生活や遊びの様々な場面で、主体的に周囲の人やものに興味

を持ち直接関わっていこうとする姿は「学びの芽生え」といえるものであり、

生涯の学びの出発点にも結びつくものであることを念頭に保育すること。 

 

〇保育所保育指針、幼稚園教育要領等及び認定こども園教育・保育要領を踏ま

え、「生命の保持」及び「情緒の安定」に関わる保育を展開し、養護及び教

育を一体的に行い就学前教育の充実に努めること。 

 

〇「主体的・対話的で深い学び」の実現のため、子どもたちの主体的な活動や

多様な体験を保障するとともに、友達や保育者とのやり取りなどで自らの考

えを広げ、気づきや工夫をする体験が次の体験と結びついていくような環境

を意識した教育・保育を行うこと。 

 

　　〇近隣園との連携や、家庭、地域との協働による総合的な就学前教育の質の向

上を図るなど、地域の実情に応じた具体的な取組みを行うこと。 

 

　　〇発達に課題のある子どもや海外帰国・渡日した子ども、外国にルーツのある

子ども等、一人ひとりの個性を尊重し、必要に応じて集団の中で個別の配慮

や支援を行うこと。 

 

〇教育・保育の質の向上に向けた研修等の充実に努めること。幼児教育アドバ

イザーを活用し、経験の少ない職員の育成及び園内研修等の活性化を図り、

人材の育成に努めること。 

 

　 〇野外活動体験では、自然体験を通して、子どもの五感を刺激し、情緒の豊か

さ、好奇心や探求心、生命への敬意、協調性や思いやりを育むこと。 

 

　 〇保育の周辺業務（昼食時の机や食事の運搬、食器の片づけ、コップ歯ブラシ

洗い、布団敷き、玩具消毒、洗濯など）を担う保育支援者を活用し、子ども

と向き合う時間を確保し、子どもの行動把握、怪我の防止、気持ちの変化の

察知等に努めること。 
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　 〇子どもと関わる時間の確保、教材研究、保育書類等において保育業務システ

ム（ICT）を積極的に活用すること。 

 

　 〇午睡時の事故防止と安全管理のため、午睡センサーを活用すること。 

 

　 〇保育業務の軽減に向けて、連絡帳等の電子化をすすめること。 

 

 

 

 

 

 

〇「幼児教育推進指針」（平成 31年 4月改訂） 

〇「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

（平成 29年 3月　厚生労働省　文部科学省　内閣府） 

〇「子ども・子育て支援法」（平成 24年 8月　内閣府）

 

幼児期の終わりまでに育って欲しい 10 の姿 

 

①「健康な心と身体」 ②「自立心」 ③「協同性」 

    ④「道徳性・規範意識の芽生え」 ⑤「社会生活との関わり」 

    ⑥「思考力の芽生え」 ⑦「自然との関わり・生命尊重」 

⑧「数量･図形、文字等のへの関心・感覚」 

⑨「言葉による伝え合い」 ⑩「豊かな感性と表現」 

「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」「保育所保育指針」より 
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Ⅱ　幼保こ小の円滑な接続 

 

〇幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性を踏まえ、保育所・幼稚園等と小

学校との円滑な接続が進むよう「架け橋プログラム」の実施に向け地域の実情

に応じた具体的な取組みを行うこと。 

 

〇「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）」（文部科学省）、

「STF 和泉の学びにつながる架け橋プロジェクト」が作成した「和泉市スター

トカリキュラムガイド」や「実践事例集」を活用し、小学校での各教科等の学

びを意識しながら地域の実態に応じた活動内容の工夫や保育の充実に努める

こと。また、園児の成長や経過等の情報を引き継ぐ環境を整えること。 

 

〇園児と児童の交流だけにとどまらず、幼保こ小合同研修会や保育体験（半日保

育参加）・小学一年生の公開授業への参加等を実施し、ドキュメンテーション

や事例検討など、具体的な子どもの姿から子どもの育ちを中心に据えた対話を

通して、幼児期の子どもの相互理解・実践を深め、小学校以降を見据えた教育・

保育を行うこと。 

 

〇架け橋期のカリキュラムについては、幼保こ小が協働し、共通の視点を持って

育成を目指す資質・能力を視野に入れながら策定すること。 

 

  

 

〇令和 7年度　和泉市かけはしカリキュラム（ベース案） 

〇令和 5年度「スタートカリキュラムチャレンジＢＯＯＫ～実践事例集～（令和 5年 3月） 

「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引きの参考資料（初版）」 

（令和 4年 3月　文部科学省） 

〇「和泉市スタートカリキュラムガイド」（令和 4年 1月） 

〇「幼児教育推進指針」（平成 31年 4月改訂　大阪府教育委員会） 

〇「幼児理解に基づいた評価」（平成 31年 3月　文部科学省） 

〇「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム」 

（平成 30年 3月　文部科学省・国立教育政策研究所・教育課程研究センター） 

〇「スタートカリキュラム学びの接続モデルリーフレット」 

（平成 30年 3月　大阪府教育センター） 

〇「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

　　（平成 29年 3月　厚生労働省　文部科学省　内閣府） 

〇「スタートカリキュラムスタートブック」（平成 27年 1月　文部科学省）
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Ⅲ　家庭や地域における子育て支援の充実について 

 

　〇子どもの健やかな育ちを実現することができるよう、日々の保育実践の中で園

児の保護者の子育てを支援するとともに、全職員の共通理解のもと、園・家庭・

地域等社会総がかりで子どもを育むための取組みを進めること。 

 

〇園庭開放や育児教室、子育て相談などの取組みを積極的に行い、園が家庭や地

域に一層開かれたものとなるよう取り組むこと。 

 

〇「こども誰でも通園制度」を実施するとともに、すべての子どもの育ちを応援

し、子どもの良質な成育環境を提供すること。 

 

〇地域教育協議会に参加し、地域連携に積極的に取り組むこと。 

 

〇公民ともに交流し、意見交換や情報収集に努め、教育・保育の質の向上に取り

組むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」 

（平成 29年 3月　厚生労働省　文部科学省　内閣府） 

〇「子ども・子育て支援法」（平成 24年 8月　内閣府）
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【参考】　　令和８年度新規事業に係るこども未来室からのメッセージまとめ 

 

１．北松尾こども園は、拠点園の役割整理に協力願います。 

 

２．和泉保育園、国府幼稚園は、いずみ国府こども園開園準備に協力願います。 

 

３．国府第一保育園、和泉保育園では、「こども誰でも通園制度」、「キャッシュレ

ス決済」の取組みに協力願います。 

 

４．野外体験活動を促進するよう、拠点園の位置づけがある。 

北松尾こども園、和泉保育園、くすのき保育園においては、各園年間２回、講

師を活用した野外体験について、今後の全園展開に向けたモデル実施をお願い

します。 

 

５．全園に保育業務管理システム用ＰＣを追加導入するので、連絡帳等のデジタ 

ル化を推進願います。 

 

６．全園に１歳児対象の午睡センサーも導入し、保育支援者の配置も行うので、 

　　職員の負担軽減を図るだけでなく、こどもと向き合う時間も大切に願います。 

 

７．小中学校、公立園、民間園全てを包含した「和泉市こども架け橋連絡会」を 

　　創出するので、園を卒園する子どもたちが、円滑な学校生活を過ごせるよう、 

　　架け橋プログラムの取組み充実に協力願います。 

 

８．機構改革に伴い、保健給食業務、施設維持管理業務の窓口は、「学校園管理室」

から「こども未来室」に変更となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　こども未来室和泉市
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